
平成２３年２月吉日 

ＪＯＹＬＡＮＤ会員 各位  

財団法人東京都中小企業振興公社 

企業人材支援課福利厚生係 

 

平成２３年度「ＪＯＹＬＡＮＤ」会員更新手続きのご案内 
 

拝啓 時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、会員制福利厚生制度「ＪＯＹＬＡＮＤ」をご利用

いただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、貴社のＪＯＹＬＡＮＤ会員の期限が平成２３年３月３１日をもって満了となりますので更新の手続きをご案内申し

上げます。 

同封の請求書にて平成２３年度年会費をお振込いただきますと、更新手続きの完了となります。 

なお、平成２３年４月以降の利用券につきましては、年会費の振込確認後、お申込みを受け付けますが、発送は３

月２３日以降になりますので、ご了承ください。また、会費の入金確認には１週間ほどお時間をいただいております。 

今後ともＪＯＹＬＡＮＤをご利用いただきますようお願い申し上げます。            

敬具 

記 

１ 年会費  

会員の期間は、平成２３年４月から平成２４年３月までの一年間です。従業員数変更に伴う金額変更がある場

合は、当公社までお問い合わせ願います。 

従業員規模 年会費 

10 人以下 １９，８００円 

11～30 人 ２１，０００円 

31～100 人 ３３，０００円 

101～300 人 ４２，０００円 

301 人以上 ８４，０００円 

追加会費（１，０００円単位で任意設定） １，０００円から 

 

２ 補助券発行制限について     

平成２２年度から、会費の金額に応じて年間における補助券の発行制限を実施しております。平成２３年度も

引き続き同様の内容にて補助券発行制限を実施いたしますので、ご了承願います。なお、詳細については裏面

をご覧下さい。 

      

３ 納入方法 （納入期限：平成２３年３月３１日まで） 

 同封の請求書に基づき、お振込みください。ＡＴＭやネットバンキングでお振込みの場合は、必ず会員番号（
．．．．．．．

８
．

桁）
．．
と会員名
．．．．

（企業名）
．．．．．

を
．
入力
．．

してください。また、個人名でのお振込みや年会費と利用券代を合算してのお振込

はご遠慮ください。 

なお、振込手数料は、貴社のご負担でお願いいたします。 

 

４ 利用案内送付 

「ＪＯＹＬＡＮＤ利用案内」は年会費のお振込を確認次第、順次発送いたします。年会費のお振込み時期により

４月以降の発送になる場合もございますので、ご了承ください。内容はＪＯＹＬＡＮＤホームページ「福利厚生な

び」から、ご覧いいただけます。 

 

５ マジックキングダムクラブメンバーシップカードの更新について 

    平成２３年３月３１日で期限が満了となります。更新をご希望の場合は、同封の「マジックキングダムクラブメン

バーシップカード申込書」に必要事項をご記入の上、３月１０日までにＦＡＸまたはメールにてお申込みください。   

なお、期日までに申込書をご提出できない場合は、必要枚数のみご連絡頂き、後日、申込書を必ずご提出くださ

い。（申込書は「福利厚生なび」よりダウンロードが可能です。） 

   ※マジックキングタムクラブメンバーシップカードのみの更新はできません。ＪＯＹＬＡＮＤ会員の更新をされた上

でお申込みください。 

 

 

 

【お問合せ先】財団法人東京都中小企業振興公社 企業人材支援課福利厚生係 

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-9 

TEL:03(3251)9361  FAX:03(3251)7888 



 

 

【補助券発行上限について】 

（１）補助券のしくみ 

補助券とは、一般利用料金から割引になる利用券で、施設の窓口で提出いただくと、割引価格でご利

用になれます。ＪＯＹＬＡＮＤ会員様がご利用された補助券の金額をＪＯＹＬＡＮＤが負担し、契約施設に

支払うことにより、割引価格でご利用できる券です。 

＜例：としまえん＞ 

一般料金3,900円 ⇒ JOYLAND契約料金 2,800円 － 公社補助金額 1,000円＝ 利用負担額1,800円 

（割引価格）      

 

（２）補助券発行上限額 

 

【補助券発行制限額】 

従業員規模 年会費 補助券発行上限額（年会費×１．２） 

10 人以下 １９，８００円 ２３，７６０円分まで発行 

11～30 人 ２１，０００円 ２５，２００円分まで発行 

31～100 人 ３３，０００円 ３９，６００円分まで発行 

101～300 人 ４２，０００円 ５０，４００円分まで発行 

301 人以上 ８４，０００円 １００，８００円分まで発行 

追加会費 

（1,000 円単位） 
１，０００円～ １，２００円～ 

※発行制限額には利用券を発送する際の送料（１回の申込につき１００円分）を含みます。 

※制限額に達した場合でも引き続き「有料券」、「ライフサポート倶楽部」、「ＪＯＹＬＡＮＤカード割

引」等は従来どおりご利用いただけます。 

※追加会費（１，０００円以上１，０００円単位で任意設定）をお支払頂きますと、引き続き補助券

をご利用いただけます。 

 

【補助券金額一覧】                                                  （円） 

 施設名 公社補助額  施設名 公社補助額 

１ 東京ディズニーリゾート 500 10 昭和の森テニス 2,000 

２ 東京サマーランド 1,000 11 ホグレル 1,000 

３ 富士急ハイランド 1,000 12 釣り船 1,000 

４ よみうりランド 1,000 13 屋形船 1,000 

５ 八景島シーパラダイス（大人） 900 14 はとバス 1,000 

     〃        （子供） 500 15 日通旅行（国内） 1,000 

     〃        （幼児） 200   〃   （海外） 1,000 

６ エプソン品川アクアスタジアム 400 16 手がたりマッサージ（１日） 10,000 

７ 古代の湯（大人） 500      〃      （半日） 5,000 

  〃  （子供） 250 17 としまえん 1,000 

８ サマーランドゴルフ練習場 600 18 送料（申込１回につき） 100 

９ ゴルフ場共通券（13 施設） 1,000    

   ※各補助券の金額×請求枚数を合算した金額が発行制限の対象となります。 

   ※上記は平成２３年４月現在の一覧です。変更等がございますので、ＪＯＹＬＡＮＤホームページ「福利厚生なび」

をご覧ください。 

【「公益財団法人」への移行について】東京都中小企業振興公社は、東京都知事より公益財団

法人の認定を受け、平成 23 年 4 月 1 日に「公益財団法人 東京都中小企業振興公社」へ移行

いたします。これを機に、職員一同さらに精励し、中小企業の振興に全力を尽くす所存でござ

いますので、一層のご支援を賜りますよう、今後ともよろしくお願い申し上げます。 


